
　　　　　対象事業所　　天理市：あすならホーム檪本

上記事業所の地域区分は「7級地」で１単位あたりの単価は

【基本サービス】

＜単独型ユニット型＞
①短期入所生活介護

1割 2割 ３割

要介護１ 746単位 7,586円 759円 1,518円 2,276円

要介護２ 815単位 8,288円 829円 1,658円 2,487円

要介護３ 891単位 9,061円 907円 1,813円 2,719円

要介護４ 959単位 9,753円 976円 1,951円 2,926円

要介護５ 1,028単位 10,454円 1,046円 2,091円 3,137円

②介護予防短期入所生活介護

1割 2割 ３割

要支援１ 561単位 5,705円 571円 1,141円 1,712円

要支援２ 681単位 6,925円 693円 1,385円 2,078円

【加算（減算）サービス】

1割 2割 ３割

 機能訓練体制加算/1日につき 12単位 122円 13円 25円 37円

 個別機能訓練加算/1日につき 56単位 569円 57円 114円 171円

 看護体制加算（Ⅰ） /1日につき 4単位 40円 4円 8円 12円

 看護体制加算（Ⅱ） /1日につき 8単位 81円 9円 17円 25円

 夜勤職員配置加算（Ⅰ）/1日につき 13単位 132円 14円 27円 40円

 夜勤職員配置加算（Ⅱ）/1日につき 18単位 183円 19円 37円 55円

 認知症行動・心理症状緊急対応加算/1日につき 200単位 2,034円 204円 407円 611円

 若年性認知症利用者受入加算/1日につき 120単位 1,220円 122円 244円 366円

 送迎加算/片道につき 184単位 1,871円 188円 375円 562円

 緊急短期入所受入加算/1日につき（7日間限度） 90単位 915円 92円 183円 275円

 看取り連携体制加算（死亡日及び死亡日以前30日以内に限り） 64単位 650円 65円 130円 195円

 長期利用者提供減算/1日につき（31日～60日） ▲ 30単位 -305円 -31円 -61円 -92円

 長期利用者提供減算/１日につき（60日以降） ▲ 76単位 -772円 -78円 -155円 -232円

 口腔連携強化加算/1月につき（月１回を限度） 50単位 508円 51円 102円 153円

 療養食加算/1回につき（1日3回限度） 8単位 81円 9円 17円 25円

 短期生活在宅中重度受入加算１/1日につき 421単位 4,281円 429円 857円 1,285円

 短期生活在宅中重度受入加算２/1日につき 417単位 4,240円 424円 848円 1,272円

 短期生活在宅中重度受入加算３/1日につき 413単位 4,200円 420円 840円 1,260円

 短期生活在宅中重度受入加算４/1日につき 425単位 4,322円 433円 865円 1,297円

要介護度区分 単位数 利用金額

加算サービスの種類 単位数 利用金額

「短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護」料金表

10.17円

1日あたりの利用金額

要介護度区分 単位数 利用金額
自己負担額

令和6年6月改定分

自己負担額

自己負担額

1日あたりの利用金額



 生活機能向上連携加算(Ⅰ)/1月につき 100単位 1,017円 102円 204円 306円

 生活機能向上連携加算(Ⅱ)/1月につき 200単位 2,034円 204円 407円 611円

 認知症専門ケア加算（Ⅰ）/1日につき 3単位 30円 3円 6円 9円

 認知症専門ケア加算（Ⅱ）/1日につき 4単位 40円 4円 8円 12円

 医療連携強化加算/1日につき 58単位 589円 59円 118円 177円

 生産性向上推進体制加算Ⅰ/1月につき 100単位 1,017円 102円 204円 306円

 生産性向上推進体制加算Ⅱ/1月につき 10単位 101円 11円 21円 31円

 ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）/1日につき 22単位 223円 23円 45円 67円

 ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅱ）/1日につき 18単位 183円 19円 37円 55円

 ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅲ）/1日につき 6単位 61円 7円 13円 19円

 ※加算は利用者毎に提供するサービスの内容や事業所の職員配置等により異なります。

　どの加算を適用するかについては個別に説明させて頂きます。

業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

2024年6月より

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

　　事業所に認められている加算です。

　　2024年度の改定により介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、

　　介護職員等ベースアップ等支援加算が介護職員等処遇改善加算に一本化されます。

　※介護保険適用料金の自己負担額

　 ･１ヶ月に利用されたサービスの単位数の合計（処遇改善加算等を含む）に地域区分単価を

　　乗じた金額が介護保険サービスの利用料金で、利用者の自己負担割合に応じた金額が自己負担金になります。

　 ･１ヶ月の単位数の合計に地域区分単価を乗じて計算するため、サービス毎の自己負担額を足した金額とは、

　　小数点以下の端数処理の関係で請求書の金額と差異が生じることがあります。

【その他の減加算】

所定単位数の1.0％を減算

所定単位数の1.0％を減算

所定単位数に14.0％を乗じた単位数

所定単位数に１3.6％を乗じた単位数

　※所定単位数…１ヶ月間に利用した基本サービスと加算サービスの単位数の合計です。

　※介護職員等処遇改善加算…介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う


